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                  令和５年２月２日（木） 

１４：００～１４：５５ 

                  防府市役所 １号館３階 南北会議室 



 

 

議題 

１ 諮問事項 

・基礎賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

また、賦課限度額についても、令和４年度と同額とする。 

・後期高齢者支援金等賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

ただし、賦課限度額については、２０万円を２２万円とする。 

・介護納付金賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

また、賦課限度額についても、令和４年度と同額とする。 

 

２ 説明事項 

 ・令和４年度国民健康保険料率及び賦課限度額 

・令和４年度国民健康保険事業特別会計決算見込 

・令和５年度国民健康保険料率及び賦課限度額（案） 

・令和５年度軽減判定基準額 

・その他 

（１）出産育児一時金 

（２）新型コロナウイルス感染症への対応 

 

〇 出席委員（１３人） 

（被保険者代表） 

 熊安 悦子、石田 浩三、末冨 豊利、山田 まゆみ 

（医師薬剤師代表） 

  村田 敦、深野  剛史、椎木 康之 

 （公益代表） 

  太田 秀信、大田 操、山本 佳良子 

 （被用者保険等保険者代表） 

  矢野 良浩、有田 英文、大倉 孝規 

○ 欠席委員（２人） 

 （医師薬剤師代表） 

  山本 一成 

 （公益代表） 

  安藤  敬子 

○ 市側出席者 

  池田市長、金澤生活環境部長、尾中生活環境部次長、柳保険年金課長、 

石光保険年金課長補佐、長藤国保資格係長、藤原国保医療係長 

○ 傍聴人 

  ０人 
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課 長 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 ただ今から防府市国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

 次第５の諮問事項に係る事務局の説明に当たっては、審議が終わるま

で、一時御退席をお願いすることがございます。御理解を賜りますようお

願い申し上げます。 

 ここで、市長が御挨拶を申し上げます。 

 

 防府市国民健康保険運営協議会の開催に当たり、一言、御挨拶を申し上

げます。 

 本協議会は、国民健康保険法第１１条の規定に基づき設置されており、

国民健康保険事業の運営に関する重要な事項について審議していただく

こととなっております。 

 本市の国民健康保険につきまして、被保険者数の減少に伴い保険料収

入、療養給付費はともに減少しておりますが、一人当たりの療養給付費は

増加傾向にあり、将来的には財源不足も危惧されているところでございま

す。 

このように厳しい財政状況ではございますが、私としては、現行の保険

料水準をできるだけ、可能な限り、長く維持していきたいと考えていると

ころでございます。 

本日は、令和５年度の保険料率及び賦課限度額について、御審議いただ

きます。 

どうぞ、十分な御審議を賜わりますようお願いしたいと思います。 

 

 被保険者代表委員、医師薬剤師代表委員、公益代表委員、被用者保険等

保険者代表委員のうち、各委員１名以上を含む半数以上の委員の出席（ 

１５名中１３名の出席）により、防府市国民健康保険条例施行規則第３条

の規定に基づき、本会議が成立している旨を報告します。 

 

会長の太田でございます。 

皆様方の御協力をお願いいたしまして、議長の大役を務めたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

本会議は、公開が原則となっておりますが、先ほど事務局から説明があ

りましたように、次第の５の一部と６以外を公開としたいと思いますが、

お諮りします。 

 

異議なし。 
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会 長 

 

 

 

署 名 委 員 
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課 長 

 

 

 

会 長 

 

課 長 補 佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の会議は次第の５の一部と６以外を公開と決定します。 

また、署名委員については、被保険者代表の末冨委員、医師薬剤師代表

の深野委員にお願いします。 

 

承諾します。 

 

＜市長 諮問書を読みあげ、会長に手交＞ 

 

国民健康保険法第１１条の規定により、次の事項について防府市国民健

康保険運営協議会の意見を求めます。 

１ 基礎賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

また、賦課限度額についても、令和４年度と同額とする。 

２  後期高齢者支援金等賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

ただし、賦課限度額については、２０万円を２２万円とする。 

３ 介護納付金賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

また、賦課限度額についても、令和４年度と同額とする。 

 よろしくお願いいたします。 

 

市長は公務のため、一時退席させていただきます。 

 

＜市長 退室＞ 

 

諮問事項等について事務局から説明をお願いします。 

 

お手元にお配りしました「諮問書」の写しと「令和４年度防府市国民健

康保険運営協議会資料」及び｢国保・年金の歩み｣に基づき説明します。 

本市では、平成２０年度に保険料率の改定を行いましたが、その後、本

年度に到るまで、増額することなく料率を据え置いております。 

また、令和４年度の賦課限度額については、医療分の基礎賦課額が６５

万円、後期高齢者支援金等賦課額が２０万円、介護納付金賦課額が１７万

円、合わせて１０２万円となっております。 

令和４年度の決算見込については、歳入、歳出とも、今後の収納状況な

ど、不確定要素を含んだ見込額であるため、今後も見込額が変わったり、

実際の決算時には、見込みとの差が生じることもございますので御了承く

ださい。 

基金積立金については、令和３年度決算による繰越金が増加したことに
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よる国民健康保険基金への積立金で、１億４８７万１千円を見込んでおり

ます。 

この基金は、将来の財源不足に備えてのもので、平成３０年度に国保の

運営が都道府県化され、当面の対応として、繰越金の基金への積み立ては

しておりませんでしたが、令和４年度から、繰越金を必要最小限なものと

し、基金に積み立てることとしております。 

令和４年度決算見込みにおける実質単年度収支は、赤字を見込んでお

り、長期的な収支につきましても、被保険者数の減少や被保険者一人当た

りの医療費の増加などにより赤字が見込まれますが、令和５年度の保険料

率につきましても、保険料率の改定は行わないことを考えております。 

令和５年度の保険料率を令和４年度と同率にすることで、被保険者数の

減少に伴う保険料収入見込額は減少しますが、基金等の活用を図ることな

どにより、国民健康保険の事業運営は可能であることから、保険料率の引

き上げによる被保険者の負担増を避けることができると判断しておりま

す。 

また、令和５年度賦課限度額について、国が全体で２万円引き上げる政

令等を公布しましたことから、本市においても、それに基づき、令和５年

度の賦課限度額については、医療分の基礎賦課額保険料は、前年度と同額

に据え置き、後期高齢者支援金等賦課額保険料は、現行の２０万円を２２

万円に引き上げ、介護納付金賦課額保険料は、前年度と同額に据え置くこ

とを諮問させていただいております。 

次に、令和５年度軽減判定基準額については、物価の動向等を踏まえ、

軽減率５割と２割の軽減判定所得について、国民健康保険法施行令が改正

されますので、本市においても、国に準じて保険料の減額改正を予定して

おります。 

５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者等

の数に乗ずべき金額を、現行の２８．５万円から２９万円に、また、２割

軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に

乗ずべき金額を、現行の５２万円から５３．５万円に引き上げを行います。 

次に、出産育児一時金ですが、健康保険法施行令等について一部改正の

政令が公布されたことから、防府市国民健康保険条例に基づく出産育児一

時金の額についても、健康保険法施行令に準じて、４０万８千円から４８

万８千円に引き上げ、支給総額を現行の４２万円から５０万円に引き上げ

を令和５年４月１日から行う予定にしております。 

新型コロナウイルス感染症への対応ですが、新型コロナウイルス感染症

の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免及
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課 長 

 

 

 

 

 

 

び新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支

給について、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、令和

２年度から行っております。 

最後に、令和５年度国民健康保険事業特別会計当初予算（案）について

ですが、次第６の審議が終わるまで、非公開といたします。 

令和５年度当初予算でみると、実質単年度収支は、歳入から歳出を差し

引いた差額、３億３，２００万円の歳入不足となる見込みですので、これ

を基金繰入金により補填しています。 

したがって、基金繰入金により、本市が平成２０年度から据え置いてお

ります保険料については、保険料率を据え置いても、財政運営は可能と判

断しております。 

本市の国民健康保険事業の実質単年度収支の状況などを、今後も注視し

ながら、基金の活用を図ることで、可能な限り、現状を維持してまいりた

いと考えております。 

以上で説明を終わります。 

会長、宜しくお願いします。 

 

ただ今、事務局から説明がございましたように、本日の諮問内容は、基

礎賦課額・後期高齢者支援金等賦課額・介護納付金賦課額の各保険料率に

ついては、据え置きとし、後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額につい

ては、引上げるとするものでございます。 

御審議いただきたいと思います。 

 

先ほど冒頭で、医療費ですね、療養給付費が将来的には財源不足となる

というお話だったと思います。将来的には医療費を抑えるためには、お一

人お一人健康であること、ということで、健康づくりが重要になってくる

と思いますが、来年度どういった具体的な施策を行う予定であるのかお聞

かせいただきたいと思います。 

 

 健康保険事業では、特に本市の方で力を入れておりますのは、特定健診

の受診率の向上を目指しておりまして、その中で来年度については受診環

境整備をするために集団健診の会場を増やすといったところや、受診勧奨

のはがき、これによって受診率が結構向上するところがあるんですけど、

これの回数を増やしたり電話勧奨も増やしたり、そういったところで健康

保険事業を充実させていきたいと思っております。 
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会 長 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

市    長 

ありがとうございました。もう一つ。協会けんぽとか他の被用者保険の

方から国保財政に対して、前期高齢者納付金として支援金が投入されてお

りまして、協会けんぽの財政も今後非常に厳しい状況になるということに

なっておりますけれども、そういった被用者保険の財政状況も踏まえて、

前期高齢者納付金として、現役世代から国保財政に対して支援金が投入さ

れているということを、市民の皆様に広報等、どういったかたちで周知を

されているのかというところを教えていただきたいと思います。 

 

 国保の制度といいますか、社会保険の制度が複雑でございまして、これ

に対して今、具体的に今の財政運営の流れについてお知らせすることまで

はできてない状況です。 

 

ほかに意見はありませんか。 

無いようですので、答申案についてお諮りします。 

諮問のとおりとすることについて、いかがですか。 

 

異議なし。 

 

 ここで答申書作成のため、暫時、休憩とします。 

 

＜市長 再入室＞ 

 

休憩を閉じ、会議を再開します。 

それでは、答申案のとおり決定させていただき、市長に答申書をお渡し

します。 

 

＜会長 答申書を読みあげ市長に手交＞ 

 

１ 基礎賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

また、賦課限度額についても、令和４年度と同額とする。 

２  後期高齢者支援金等賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

ただし、賦課限度額については、２０万円を２２万円とする。 

３ 介護納付金賦課額保険料率を令和４年度と同率に措置する。 

また、賦課限度額についても、令和４年度と同額とする。 

 

国民健康保険の保険料率及び賦課限度額について、慎重なる御審議をい
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会 長 

 

 

課 長 

 

ただき、感謝申し上げます。 

いただきました答申の趣旨を踏まえ、健全な国保運営に、今後もしっか

りと努めていきたいと考えております。 

 

市当局におかれては、今後とも国民健康保険事業の健全かつ適正なる運

営に努められることをお願いします。 

 

以上をもちまして、運営協議会を終了します。 

 

 


